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Light It Up Blue@「１００年の樹」会場

大分いこい道広場とJ:COMホルトホール大分 全景

大分市市政100周年記念モニュメント
「100年の樹」 2026のブルーライトアッププラン
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令和 7 年 6 月吉日 
 

関 係 各 位 

 

                  「100 年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 
                            代表  岩川 幸造  
 

 Light It Up Blue @「100 年の樹」2026 協賛のお願い 
 

「100 年の樹」 ブルーライトアップ実行委員会は、私たち地元大分に於きまして、自閉症を

はじめとする発達障がいの理解者が増える事を願って、「世界自閉症啓発デー」並びに「発達

障害啓発週間」の期間、4 月 2 日から 8 日に、大分駅南側の「大分いこいの道広場」や「J:COM

ホルトホール大分」に於いて『 Light It Up Blue@「100 年の樹」』と題して、毎年、啓発イベ

ントを開催しております。 

 

今年の Light It Up Blue@「１００年の樹」2025 も、無事開催する事が出来、これもひとえに

毎年お力添え頂いております皆様方のおかげと大変感謝しております。 
 

「ライト・イット・アップ・ブルー(Light It Up Blue)」はニューヨークに本拠地のある世界

最大の自閉症支援団体「Autism Speaks」が 2010 年に始めたのが起源で、国連で定めた 4 月 2

日の「世界自閉症啓発デー」に合わせて、ランドマークや名所旧跡を青色でライトアップする

活動です。 

2017 年の 4 月 2 日が日曜日になる事から、大分県自閉症協会として大分市で初めて、大分市

市政 100 年を記念したモニュメント「100 年の樹」をブルーにライトアップしました。 
今後もこの活動を続けていきたいと思いましたが、資金調達の面で、大分県自閉症協会単独

での開催は難しく、その２ヶ月後に「100 年の樹」ブルーライトアップ実行委員会を立ち上げま

した。 
協賛の皆様や、多くのお力添えを頂き、翌年からも「100 年の樹」をブルーにライトアップす

る事が出来、次回で「100 年の樹」のブルーライアップも 10 回目になります。 
 
最近は街行く人に「100 年の樹」のブルーライアップが自閉症をはじめとする発達障がいの

啓発と社会に知られるようになり、その存在に対しての認識も高まりました。しかしながら当

事者や周囲の方々の困りや課題に関しては、まだまだ多く存在しております。 

 

 本会としましても「100 年の樹」のブルーライアップにして、「わかり合う」をテーマに、お

互いの役割の中で、理解と共感の糸口になる事を祈念にして、自閉症作家の作品展示や関連商

品の販売や講演会、並びにセミナー交流会などを企画して啓発活動を毎年行っております。 

 
どうか、会の主旨をご理解頂き『Light It Up Blue @「100 年の樹」2026』に於きましても私ど

もの協賛方法の提案をご理解頂き、ご協力賜りますよう宜しく御願い致します。 
 

自閉症をはじめとする発達障がいのある方が少しでも暮らし易くなる事を願って、如いては

誰もが幸せに暮らせる街造りに繋がる事を願って「１００年の樹」の青い光は照らしていく所

存です。 
何卒、今後とも変わらぬお力添えを頂けます様、宜しくお願い申し上げます。 

 

———— お問い合わせ・連絡先————   

               「100 年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 
      代表 岩川 幸造 
〒870-0822  
 大分市大道２丁目 6−10−201 
  電話  : 090-4350-1711 
  Mail  : 100nen2017-10@blue-oita.com 
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大分いこいの道広場「100年の樹」 ライトアップに関して
・点灯期間：R8/４/2(木)～4/8(水)
・点灯時間：18:30~22:00

看板表記 団体名文字数表記 要相談

Light It Up Blue @ 「１００年の樹」協賛三角看板

協賛金一口30,000円
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J:COMホルトホール大分
大階段壁面への広告掲示に関する掲示期間等について

・掲示可能期間：R8/3/24(火)～4/12(日)

Light It Up Blue @ 「１００年の樹」協賛横断幕
協賛金一口10,000円



「100年の樹」ブルーライトアップ実行委員会は、活動をご理解頂き、賛同してくださった方々に支えられております。

「100年の樹」ブルーライトアップ実行委員会の現在の運営は、活動にご理解を頂いている団体の方の
協賛金と申請による助成金、また、Tシャツやクリアファイル等の関連グッズの販売による資金で行っております。

活動してくださる会員の方々からの会費の徴収は致しません。

何卒、主旨をご理解頂き、賛同頂けましたら、お力添えを賜りますよう宜しくお願い致します。

１、 Light It Up Blueの協賛金につきましては
１口 ¥30,000 -と １口 ¥10,000 –の２種類の方法でお願い致しております。
詳しくは、代表（岩川）にお尋ね頂けましたら幸甚に存じます。

２、ご寄付に関しまして、随時受け付けておりますので、都度お知らせ頂けましたら幸いです。

３、協賛金や寄付に関して、ご協力頂ける方法は、以下の２通りございます。

① 実行委員会 代表（岩川）または会計（内田）に直接手渡し もしくは、

② 以下の金融機関の口座にお振り込みをお願い致します。

大分銀行 宗麟支店番号店 ００５ 口座番号 ７５５３３９３

口座名 「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会

大分県信用組合 賀来支店店番号 ０５４ 口座番号 ４０４６２１２

口座名 「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会

ゆうちょ銀行 （ゆうちょ銀行からの場合）

記号 １７２９０ 口座番号 ２６６１２４４１

口座名 「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会

ゆうちょ銀行 （他金融機関からの場合）

店番 ７２８（ナナニハチ） 預金種目 普通預金 口座番号 ２６６１２４４

口座名 「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会

お問い合わせ・連絡先：

「１００年の樹」ブルーライトアップ実行員会 岩川 幸造

tel: 090-4350-1711 mail: info1002023@blue-oita.com

ご理解とお力添えを賜りますよう宜しくお願い致します

協賛金や御寄付に関して
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ご理解とお力添えを賜り心より感謝致します

Light It Up Blue@「１００年の樹」2025
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「100年の樹」ブルーライトアップ実行委員会の運営は

協賛各社の協賛金 大分市１％応援事業の助成金
そして市民の皆様の寄付で運営しています

協賛各社

「100年の樹」三角看板協賛各団体 横断幕協賛各団体

大分県自閉症協会

社会福祉法人 萌葱の郷

（医）謙誠会 博愛病院

(福)別府発達医療センター

(福)藤本愛育会

(医)みなと眼科クリニック

(一社)リブ・トゥギャザー

(株)ミーナ

大分キワニスクラブ

認定NPO法人SMIS

株式会社メイベル

(株)テイクファイブ

社会福祉法人とんとん

(株)育成サポート真心

ﾀｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ・ｵﾌﾞ・ﾗｲﾌ

(株)Rac ツナグ ここカラー

一般社団法人 虹色

対話式進学塾１対１ネッツ

(株)トークオフィス

社会福祉法人 萌葱の郷

（医）謙誠会 博愛病院

大分療育センター（(福)別府発達医療センター）

社会福祉法人 藤本愛育会

（医）みなと眼科クリニック

(一社)リブ・トゥギャザー

株式会社 ミーナ

(福)とんとん こども発達支援センターもも

大分キワニスクラブ

ターニングポイント・オブ・ライフ

株式会社メイベル

大分県照明・音響・舞台事業者協同組合

有限会社エスワイ

cafe BOASORTE

株式会社 大分白屋

放課後等デイサービスSui 

大分障害年金サポート

(株)Rac就労継続支援Ｂ型事業所 ツナグ

(株)Rac多機能型事業所 ツナグ

(株)Rac児童発達支援事業所 ここカラー

未来学園（合同会社みらい学園）

合同会社いわかわ・介護保険サービスセンターあかり

対話式進学塾１対１ネッツ

Medical Empowerment Station 陣屋の里

TEACCHプログラム研究会 大分支部

(株)トークオフィス

放課後等デイサービス サニー

感謝とまごころの奉仕 リファイン大分

（一社）オレンジ共同福祉会



協賛各社紹介 (エントランスホール１１３)
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協賛各社紹介 (エントランスホール１１３)
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　「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会

【収入】 （単位：円）

項目 金額 説明（積算等）

　補助金収入 250,000 　あなたが支える市民活動応援事業補助金

　協賛金収入 570,000 　協賛金(三角PR看板）１９団体

　協賛金収入 290,000 　協賛金(横断幕）２９団体

　事業収入

　寄付金収入

　決算利息

 前期繰越金 203,508

収入　計 1,313,508

【支出】

項目 金額 説明（積算等）  費目コード

  　報償費 8,500 NPO博　報償費500円×17名 1 1

    報償費 15,000 プレイベント報償費500円×30名 1 2

    報償費 87,000 Light It Up Blue@「１００年の樹」報償費500円×186名 1 3

　　交通費 9,800 駐車場代 2 1

　  消耗品費 50,000 インク代　コピー用紙　画材　文房具　押しピン 等 3 1

　　通信費 0 切手 4 1

　　広告費 10,000 LIUB-JAPAN実行委員会　協賛金 5 1

　　広告費 0 リーフレット(6000)　作成代 5 2

　　保険料 40,320 イベント保険（プレイベント含む） 6 1

　  委託費 0 リーフレット三つ折り作業費 7 1

　  委託費 61,600 横断幕メンテ費（シール作成費含む） 7 2

　  委託費 36,000 ウッドラックパネル作成費 7 3

　  委託費 121,000 輸送費　搬入〜点灯式準備〜最終日撤収トランポ 7 5

　　委託費 680,790 モニュメントライトアップ/点灯式　看板・照明・音響等 7 6

　  委託費 10,000 アンケート集計データー作成費（予定） 7 7

　　設備費 46,800 大道校区公民館　使用料 8 1

　　設備費 13,068 横断幕掲載料 8 2

　　設備費 3,400 プレイベント　セミナールームL　使用料 8 3

　　手数料 440 アットオーティズム　振り込み手数料 9 1

    雑費 15,290 募金箱 10 2

  　予備費 104,500

支出　計 1,313,508

あなたが支える市民活動応援事業補助金に於ける有効期間を2025年４月〜５月と定めている為　

支出に於ける　　（※）消耗品費（※）事務用品費 の一部や　　（※)ホームページの運営費¥12,900-は　

あなたが支える市民活動応援事業補助金の申請の対象外としています

Light It Up Biue@「100年の樹」2026　収支予算書
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【収入】 （単位：円）

項目 金額 説明（積算等）

　補助金収入 279,706 　あなたが支える市民活動応援事業補助金

　協賛金収入 570,000 　協賛金(三角PR看板）１９団体

　協賛金収入 290,000 　協賛金(横断幕）２９団体

　事業収入 6,000 　Light It Up Blue@「１００年の樹」Tシャツ販売

　寄付金収入 34,500 　熊本市民　大分市民　ボランティア各位

　決算利息 201

 前期繰越金 299,553

収入　計 1,479,960

【支出】

項目 金額 説明（積算等）  費目コード

  　報償費 8,500 NPO博　報償費500円×17名 1 1

    報償費 13,000 プレイベント報償費500円×26名 1 2

    報償費 52,000 Light It Up Blue@「１００年の樹」報償費500円×186名 1 3

　　交通費 9,800 駐車場代 2 1

  　交通費 13,000 役員会駐車場代（ライフパル6月〜8月） 2 2

　  消耗品費 67,045 インク代　コピー用紙　画材　文房具　押しピン 等 3 1

　  消耗品費 15,680 フロアマット（キッズスペース用）980×16個 15,680 3 2

　  消耗品費 15,356 コンテナボックス（収納兼踏み台）698円×20個 13,960 3 3

　  消耗品費 30,100 幟台9,450  台車4,980 コンパネ13,600  3 4

　  消耗品費 4,960 養生シート×2  4,960 3 5

　　通信費 520 切手 4 1

　　広告費 10,000 LIUB-JAPAN実行委員会　協賛金 5 1

　　広告費 42,652 フライヤー(12500)　リーフレット(6000)　作成代 5 2

　　保険料 40,320 イベント保険（プレイベント含む） 6 1

　  委託費 3,000 リーフレット三つ折り作業費 7 1

　  委託費 61,600 横断幕メンテ費（シール作成費含む） 7 2

　  委託費 4,950 ウッドラックパネル作成費 7 3

　  委託費 17,600 転換人件費 7 4

　  委託費 121,000 輸送費　搬入〜点灯式準備〜最終日撤収トランポ 7 5

　　委託費 680,790 モニュメントライトアップ/点灯式　看板・照明・音響等 7 6

　  委託費 4,930 アンケート集計データー作成費 7 7

　　設備費 34,800 大道校区公民館　使用料 8 1

　　設備費 13,068 横断幕掲載料 8 2

　　設備費 3,400 プレイベント　セミナールームL　使用料 8 3

　　手数料 440 アットオーティズム　振り込み手数料 9 1

    雑費 5,929 名刺代　 10 1

    雑費 2,012 募金箱 10 2

  　予備費 203,508

支出　計 1,479,960

　第８期　収支報告書

令和６年６月１日から令和７年５月３１日まで

　　　　　「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会
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　「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会

【収入】 （単位：円）

項目 金額 説明（積算等）

　補助金収入 令和7年6月1日〜7月31日までの１％応援事業協力金

　事業収入 6,000 Light It Up Blue@「１００年の樹」2025　Tシャツ販売

　寄附金収入 23,500 Light It Up Blue@「１００年の樹」2025　ボランティア返金

　その他 団体会計より

収入　計 956,085

【支出】

項目 金額 説明（積算等）

　　報償費 52,000 　会場案内　受付業務　報償費

　　消耗品費 13,215

　　通信費 0 　切手　葉書

　  委託費 61,600 横断幕メンテ費（シール作成費含む）

4,950 ウッドラックパネル作成費

　  委託費 17,600 転換人件費

　  委託費 121,000 輸送費　搬入〜点灯式準備〜最終日撤収トランポ

　　委託費 680,790 モニュメントライトアップ/点灯式　看板・照明・音響等

　  委託費 4,930 アンケート集計データー作成費（予定）

支出　計 956,085

　Light It Up Blue@「１００年の樹」2025　収支報告書

令和7年４月１日から令和7年５月３１日まで
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     第 9 期「100 年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 

 

   役員名簿 
 

 

 

 

 （敬称略） 

役職 名前 

代表 岩川 幸造 

副代表 秋月 正博 

 平畑 裕三子 

会計  内田 俊晴 

実行役員   谷脇 智恵子 

阿部 泰弘 

黒木 愛子 

田中 秀征 

  小笠原 幸恵 

長野 優亮 

監査役員 相本 雄一郎 

後藤 みゆき 
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令和7年5⽉12⽇ 
会 員 各 位 
 

「100年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会の運営に関して 
お知らせとお願い 

 
おかげさまで来年の Light It Up Blue@「100 年の樹」2026 で ブルーライトアップが 10 回⽬、10 年になり

ます。今⽇まで、会を⽀えて頂き誠にありがとうございます。 
 
「100年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会は⼤分市政100周年記念モニュメント「100年の樹」をブル

ーにライトアップし⾃閉症啓発、神経発達症の理解の為に活動をしている団体です。 
「100 年の樹」を希望と癒しを表す⾃閉症のシンボルカラー『⻘（ブルー）』に染める。 
「100 年の樹」が 『どうして⻘くなっているのだろう』と視覚から訴える。 
「ことば」よりも「⾊」脳科学の分野でも、「ことば」と⽐較した場合に視覚を通してダイレクトに情報

伝達ができる「⾊」には 事象の認識に即効性があると⽴証されています。 
 まずは「ことば」ではなく「⾊」の表現で、きっかけを作ることが理解への近道となると考え、この取り
組みを⾏なっています。 
 
私たち「100年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会は 
1 障害の有る⼈も無い⼈も互いに理解を深め、多様な価値の共有を認めるきっかけとなるようなイベント
『Light It Up Blue@「100年の樹」』を⾏い、⼤分県の⾃閉症をはじめとする発達障がいの⼀般市⺠への啓発
促進を図る。 
2 障害の有る⼈も無い⼈も互いに理解を深め、多様な価値の共有を認めるきっかけとなる様に発達障害に
関する⽀援活動を⾏い、理解から共感に繋ぎ、誰もが幸せに暮らせる街造りに貢献する。 
 
以上を規約の⽬的に定めて、⼤分市の市⺠活動団体として活動しています。 
 

そもそも市⺠活動団体とは、 
①公益性のある活動であること ②収益を分配しないこと ③⺠間であること ④⾃発的であること ⑤公
に組織されていること ⑥⾃⼰統治されていること 以上６つの要件を全て満たし、地域の課題に取り組ん
でいる組織を指します。 
この市⺠活動団体の定義から公⼈である⼤分市障がい福祉課さんには、いつもお⼒添えを頂いております
が、役員名簿にはお名前が無いという事になります。⼤分市障がい福祉課さんにはLight It Up Blue@「１００
年の樹」イベントの共催者として⼤変ご尽⼒頂いております。 
 

市⺠活動団体とボランティア団体の違いは、ボランティア活動とは単なる奉仕活動であり、市⺠活動団
体に於いては公益性のある活動であることが条件とされ認可を受けています。それが、規約でも記してある
⼤分県の⾃閉症をはじめとする発達障がいの⼀般市⺠への啓発促進です。これは、期間限定ではなく、切れ
間なく⾏う事が条件になります。そこで、困り事の相談を受け、専⾨家へ繋ぐ事を、副代表の平畑が発達凸
凹⼦育て⽀援ネット『はぴふる』の活動を通して⾏い、代表の岩川が度々『Light It Up Blue@「100年の
樹」』のイベントや法⼈施設、学校や活動団体でも⼈権セミナーに於ける研修を通じて、⾃閉症をはじめと
する発達障がいの理解促進を⾏なっております。 

 
「100年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会として⾏っているボランティア活動が、⼤分いこい道協議

会の活動での清掃活動に毎⽉参加し、「100年の樹」の付近や広場の美化貢献しております。 
地元のボランティアグループや⼤分市役所職員の⽅々と連携し、⼤分いこいの道広場の規則を遵守し、市

⺠へ向け、使⽤ルールを広報する事をしております。 
現在、当会は「100年の樹」を貸し出し禁⽌期間の２⽉〜４⽉の期間に、ご配慮いただき減免（無料）で
使⽤させて頂いている実情があり、「100年の樹」の保全にも⼀役買いたいとの想いから⾏っています。 

 
私たち「100年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会は市⺠活動団体としての取り組み 
⾃閉症をはじめとする発達障がいの名前の認知は広がっています。しかし、⾃閉症をはじめとする発達障

がいを有する⽅々への誤った接し⽅や家族や⽀援者の悩みごと困りごとは 未だ未だ数多く存在しておりま
す。その為に必要な事は、専⾨家⽀援者だけでなく⼀般の⼈たちへ理解を広げる事。「わかってください」
ではなく「分かり合う為に」「知らない⼈たちに届けたい 伝えたい」 
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はっきりとしたコンセプトを持った「⾊」には活動のアイデンティティとなって、まさに⼈と⼈をつなげ
ていく⼒があると思います。それが Light It Up Blue『⻘で伝えたい想いがある』の活動です。 

希望と癒しを表す⾃閉症のシンボルカラー『⻘（ブルー）』を通して、どうか多くの⽅々に「神経発達
症」を、その存在を知って頂く為にお⼒添えを宜しくお願い致します。 
 

現在、世間では、ジェンダーギャップやハラスメント、コンプライアンス問題が世間に溢れ、争いが絶え
ない世の中になり、⼈の価値観も多様化する時代です。 

そんな時代に於いても団体としての役割は、⾃閉症をはじめとする発達障がいのある⼈が安⼼して暮らせ
る事を願って、未来を担う⼦どもたちが安⼼して学びを深めて、やがて⼤⼈になって社会貢献に尽⼒してく
れる事を願う。そのような⽅々の想いの集まりで「100 年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会を運営して
参りたいと思っております。 

 
「100年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会 会員の皆様へのお願い 
 

「100年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会は⼊会に際して⼊会⾦や年会費などの徴収は有りません。必
要事項（お名前、携帯番号、郵送物が届く住所（職場若くは⾃宅）メールアドレス（添付ファイル受け取り
可能なもの））をご⽤意頂き、ホームページから登録して頂くだけでどなたでも会員になれます。 
登録頂いた⽅には当会に関してのアンケートをお願いしています。 
１   ⼊会の動機 
２  「１００年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会を いつ、どこで知りましたか 
３  「１００年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会で どのような活動をしたいと思っていますか 
４  「１００年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会に どのような活動を望んでいますか  
 
そして、第８期の総会に於いて、３、４の項⽬に関しては毎年お伺いして活動に反映させていきたいとお願
い申し上げました。 

 
当会は⼊会していただける⽅の尽⼒でイベントを開催している為、会の運営に於いて会費などを徴収せず

に規約に沿って実⾏しておりますが、市⺠活動団体として運営上、更新制度を第９期より導⼊させて頂きた
いと思っております。 
今回、フォームでお知らせ頂けていない⽅は、改めてご⼊会のご連絡をホームページからいただけますで

しょうか。 
 

また「100年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会の会員の皆様にお願いしたいのは、毎年私たち団体
は、⼤分市の『１％応援事業』を運⽤して毎年 Light It Up Blue@「100年の樹」というイベントを⾏って
います。 

『１％応援事業』とは、⼤分市⺠が各々納めている市⺠税の内、ご⾃⾝の納税した１％を、各市⺠が応援
したいと思う『市⺠活動団体』（https://www.city.oita.oita.jp/o040/documents/ouen2024.pdf）の推挙出来
る団体に投票し、ご⾃⾝の納税した１％を資⾦援助する事が出来る取り組みです。 
１％応援事業は⼤分市にお住いで、18 歳以上の⽅が参加出来ます。署名をした事で個⼈的に新たな費⽤
負担が発⽣する事はありません。⼤分市⺠の皆様が、専⽤の⽤紙に署名し届け出るか、インターネットを通
じて応募すると、応援する団体に資⾦応援が出来るという仕組みになっています。応援して届け出をして頂
ける期間が 6 ⽉ 1⽇から 7 ⽉ 31 ⽇です。 

⼤分市にお住まいの⽅は１％応援事業の署名を、⼤分市以外にお住まいの⽅は⼤分市にお住まいの⽅の知
り合いがいらっしゃいましたら協⼒のお願いと周知をお願い致します。 
 

『１％応援事業』今年の私たち団体の受付番号は４番です。周知とご協⼒を宜しくお願い致します。 
 

未来ある私たちの⼦どもたちの為に、困り事を抱えている当事者や周囲の⽅の為に、多くの市⺠の皆様から
賛同を得て活動を⾏う事が出来る事を願っております。 
 
Light It Up Blue@「100年の樹」(期間毎年4⽉2⽇〜8⽇)やLight It Up Blue@「100年の樹」プレイベント（期間
2026年は3⽉14⽇〜15⽇）おおいたNPO博（期間2025年は11⽉未明）のイベント参加やサポート協⼒は無
論、⼤分いこい道広場の清掃美化活動の参加も活動の⼀環ですが、⾃閉症をはじめとする発達障がいの理解
を広げる為にホームページや当会の活動を周知いただくのも会員の皆様の⼤切な活動と思っています。今後
ともご指導ご鞭撻お⼒添えを、どうぞ宜しくお願い致します。 
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別紙１ 
「100年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会の運営に関しては、皆様や⼤分市に寄せられた意⾒を元に、

再度、役員会にて意⾒の擦り合わせと、市⺠からのイベント使⽤ルールの変更の要請などを受けて、運営
に於ける取り決めを記しておきます。 

 
Light It Up Blue@「100年の樹」イベント実施するにあたり、協⼒頂いている協賛の⽅や、J:COMホルトホ

ール⼤分の指定管理者みらい共同体さんと取り決めた事、役員会で話合った事を箇条書きにて別紙１にて記
載します。運営に直接関わる⽅は熟読され、わからない箇所がありましたら、ご質問等頂けます様、宜しく
お願い致します。 
 

発⾜当時の運営⽅針から、使⽤場所、使⽤会場でのルール変更や要請、協賛でお⼒添えを頂いた⽅からの
ご助⾔や協⼒要請頂いて作り上げたルールでもありますので、現状で、わからない事や異議あれば総会で話
し合いが出来たらと思います。慣習としてきた中で⾒直しが必要な事や⾒落としている事があるかもしれま
せんので、その都度、ご助⾔賜ります様どうぞ宜しくお願い致します。 

 
また、2027年からのJ:COMホルトホール⼤分での利⽤に関して2025年1⽉からルール改定が⾏われ、⼤分

市役所の共催に於ける26ヶ⽉前からの専有予約ルールというのが廃⽌になりました。 
その為、2027年のLight It Up Blue@「100年の樹」会場予約に関して、2025年9⽉1⽇〜26⽇までに申請を

⾏い、9⽉30⽇に抽選会にて使⽤出来る会場施設が決定になります。 
それを基に役員会にてプランを再⽣して参ります。 
Light It Up Blue@「１００年の樹」2026でも多額の費⽤と運営ボランティアが必要です。 
何卒、ご周知やお⼒添え賜りますよう、お願い申し上げます。 
 
 

「100年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会の運営に関して 
 

 
１）Light It Up Blue@「100年の樹」イベントに関して、代表が事業計画書を作成して、20ヶ⽉前の8⽉に役員

会にて承認を得て⼤分市に提出する。 
２）イベントの構成は、点灯式、エントランスホールアート展⽰、エントランスホール 販売、⼤分県⾃閉
症協会共催の基調講演、⼩ホールに於ける⾃閉症をはじめとする発達障がいの映像の上映とし、それ以
外の⾏事は役員会で検討を図る。 

３）上記を盛り込んだプランで代表が事業計画書を作成して、役員会の検証の後、⼤分市障がい福祉課に提
出し、共催の申請を⾏う。 

４）共催決定後にJ:COMホルトホール⼤分に申請をする。（尚、J:COMホルトホール⼤分が指定管理制度で
運営しているので、ホール貸し出しに関して、公⺠館や⼤分県福祉会館等に於ける、福祉登録団体の福
祉優遇処置は⼀切無い） 

５）役員会確認の後、⼤分市障がい福祉課さんに共催依頼し、⼤分市障がい福祉課さんに受理された場合に
は、直ちにJ:COMホルトホール⼤分に届出し、10⽇以内にJ:COMホルトホール⼤分規定の書類を記載し
て提出しなければならない。（仮予約猶予期間） 

６）申請の後、決済通知が出来上がるのを待ち、通達後は、現状の計画を⾒直し、申告していたもの（会
場、備品）で使⽤しないものがあれば開催6ヶ⽉前を⽬処に返却する。現在８⽉３１⽇を⽬処にしてい
る。 

７）当会の運営は、⼤分市１％応援事業収⼊と三⾓看板、横断幕に於ける団体名の記載での協賛収⼊で⾏
う。 

８）協賛収⼊は三⾓看板￥30,000-（エントランスホール出展料含む） 横断幕￥10,000-と定める。 
９）協賛の応募に於いて、三⾓看板はアート展⽰をする団体には9⽉末を⽬処に、それ以外の団体は年内を
⽬処とし、それ以降の申し出は翌年での対応。 

１０） 協賛の応募に於いて、横断幕は12⽉13⽇の掲載届⽇を⽬処とし、横断幕広告を作成し、1⽉末⽇ま
で追加募集を図り、それ以降の申し出は翌年での対応。 

１１） エントランスホール・アート展⽰(114・115)は、三⾓看板に協賛頂いた⽅で、当事者に向けて直接
の⽀援を⾏なっている団体で、展⽰は当事者の作品に限る。 

１２） エントランスホール・販売（屋内111・112）は、三⾓看板に協賛頂いた⽅で、⾃閉症をはじめと
する発達障がいに関する販売をする団体に限る。（尚、当会から集客の為に要請した団体はこの限りで
ない） 
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１３） エントランスホールでの販売は、エントリー頂いた団体が独⾃で運営する。 
１４） エントランスホール・団体紹介（113）は三⾓看板に協賛頂いた⽅で、当事者に向けて直接の⽀援
を⾏なっている団体の活動を紹介すると共に、三⾓看板に協賛頂いた団体を紹介する。 

１５） エントランスホール・団体紹介（113）のウッドラックパネルに関して、団体紹介パネル(A-2サイ
ズ)は、名称など変更が有った場合には当会が作成する。活動紹介パネル(A-1サイズ)は変更、もしくは
新規作成依頼があった場合は協賛する団体が費⽤を受け持ち、デザインも依頼者側が受け持つ。 

１６） エントランスホール使⽤者に向けて、J:COMホルトホール⼤分規定の使⽤許可証の記⼊を１⽉末を
基準に記⼊をお願いし、指定管理業者のみらい共同体さんに提出し、不備があれば連絡する。 

１７） エントランスホール使⽤者に向けて、借⽤物の変更や、持ち込み器具の変更は⼆週間前(当会の場
合には3⽉23⽇)となっている事を通達し、3⽉1⽇（貸し出し1ヶ⽉前）に、当⽇の持ち込みに変更がな
いか確認する。 

１８） エントランスホール使⽤者に向けて、⼤分いこい道広場のバス乗降場の使⽤は原則認められな
い。⼤分いこい道広場のバス乗降場の使⽤は4⽉1⽇、4⽉2⽇、4⽉9⽇とし、それ以外の⽇のエント
ランスホール使⽤者には駐⾞場を確保し、円滑に利⽤して貰えるように周知する。 
※付近の施設に駐⾞を依頼して活動の周知や協⼒に尽⼒する。 
 

１９） エントランスホール・⼤会議室・点灯式のアンケート集計を委託する施設にお願いする。 
２０） エントランスホールでの案内やアンケートのお願いをボランティアにお願いする。 

（広く当事者の保護者や福祉を学ぶ学⽣に呼びかける） 
２１） エントランスホールでのボランティアを有償とし、２時間500円を基準とする。 
２２） ボランティアの有償対象は駐⾞場代に⽐例して定める。 
２３） オリジナルTシャツの販売品は、ホームページ・フェイスブック等のSNSで購⼊募集を図り、現存
するTシャツ以外は受注品のみの販売を⾏う。 

２４） 助成⾦、補助⾦は適正なものを⾒つけて都度申請する。  
   （⼤分県社会福祉協議会 善意銀⾏など） 
２５） Light It Up Blue@「100年の樹」に於ける⼤分いこい道広場や⼩ホールを利⽤しての催し物を⾏いた
い要請が会員から⽣じた時には、役員会を開き協議する。必ず発案者のプレゼン資料提出を有する。 

２６） Light It Up Blue@「100年の樹」に於ける軽微変更は規約や施設のルールに沿って実⾏する。 
２７） シニアカー等の乗り⼊れに関してや、機械類の持ち込みに関して事前に代表に相談する。 
２８） その他、ここに記載ない事柄は、規約を遵守し、⾃⼰判断せずに代表に相談する。 
２９） 規約に該当しない案件が⽣じた場合には役員会で話し合い、総会を開き決議する。 
 
※ 今回 １２）の事項は役員の⽅からの意⾒を踏まえて来年のLight It Up Blue@「１００年の樹」2025から
変更適応になります。 

※ 今回 １８）の事項が市⺠の⽅からの意⾒を踏まえて来年のLight It Up Blue@「１００年の樹」2025から
変更適応になります。 

※ その他、上記にない事で皆様の疑問がありましたら、随時お知らせください。どうぞ宜しくお願い致し
ます。 

 
 
 

「100年の樹」ブルーライトアップ実⾏委員会 
 代表 岩川 幸造 

                                    090-4350-1711 
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令和 7 年 6 月 7 日 
「100 年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 
    会 員 各 位 

 
「100 年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 

                                   代表 岩川 幸造 
 

Light It Up Blue @「100 年の樹」2026 開催に伴う 
エントランスホール アート作品展示とヒューレおおいた作品展示における 

作品の借用について（お願い） 
 
拝啓 時下ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。この度、Light It Up Blue @「100
年の樹」2026 開催にあたり、J:COM ホルトホール大分エントランスホール 114・115 ブース

に於いて『自閉症をはじめとする発達障がいアート作家によるアート作品展示』を、又、Light 
It Up Blue @「100 年の樹」2026 同時企画として『「分かり合う」をテーマにしたヒューレお

おいたアート作品展示』を企画しております。つきましては 本会の趣旨をお汲み取り頂き、作

品を下記の通りご出品賜りますようお願い申しあげます。 
敬具 

記 
1. 開催概要 

行事名：Light It Up Blue @「100 年の樹」2026（アート作品展示） 
会 期：2026 年 4 月 2 日（木）～8 日(水) ※ヒューレおおいた展示〜24 日(金) 
        【設営】3/31_10:00~18:00（ヒューレおおいた） 

4/2_10:00~12:00（エントランスホール 113・114） 
【撤収】4/8_16:00~18:00（エントランスホール 113・114） 

             4/24_13:00~18:00（ヒューレおおいた） 
会 場：J:COM ホルトホール大分（大分駅上野の森口付近） 
主 催：「100 年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 
 

2. 開催趣旨 
 県内の発達障がいのあるアーティストの作品や、それを支える支援者のアート作品を、 
大分市の中心にある J:COM ホルトホール大分に於いて、４月２日の世界自閉症啓発デー 
を軸とし発達障害啓発週間にあたる４月２日〜８日にエントランスホールで、４月末まで 
人権啓発センター ヒューレおおいたで、広く県民に紹介する。障がいのある人に作品発 
表の機会を提供して創作意欲の向上や生きがいに繋げるとともに、県民がその表現や活動 
の魅力に触れる機会をつくり、障がいのある人の芸術文化活動の振興を図ると共に、発達 
障害啓発週間の意識付けに寄与する。 
 

3. 費用負担について 
・出品料（作家から主催者への支払い）および借用料（主催者から作家への支払い）は発 
生しません。 

・エントランスホール 114・115 の展示に関してキャプションやプロフィールパネル等の 
掲示物は、本会が費用負担して作成します。 

 
4. 出品作品について 

・吊り下げてパネル展示するものは、額装で３kg以内、額装していない物は押しピンで 
固定できる物とします。 

・置物の作品はテーブルを配置して展示する物は総重量 30kg以内、一点荷重 10kg以内 
とし、これを超えて 50kg までのものを床置きで配置する。その場合に、床面を保護す 
るものを作家が必ず用意をお願い致します。 
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5. 借用作品の取り扱いについて 

・エントランスホール 113・114 に出品頂く方は、本会に協賛頂いた団体に属している方 
に限ります。設営および撤収に関しては協賛団体の方に準じてください。 

・ヒューレおおいたに出品頂く方は、本会に会員として属している方、協賛頂いている 
方、後援頂いている方に限ります。 

・ヒューレおおいたに出品者は提示した時間内に設営と撤収をお願い致します。 
 参加申し込みの際に、おおよその設営時間と撤収時間をお知らせください。 
基本的には作家の方のみの設営と撤収をお願いします。どうしても手助けが必要と思わ 
れる場合には、予めご相談ください。 

・発達障害啓発週間の期間中は、ボランティアに夜監視員を配置しておりますが、来場者 
の状態によっては好奇心旺盛の幼児などに目が行き届かず、作品を触って破損させる場 
合があります。その場合には本会から状況を協賛団体を通じてご連絡致します。 

・著しい過失による破損に関しては、保険を適用して対応させて頂きますが、予め、来場 
者の特性に配慮して、修復が安易である作品の提供を頂けたら幸甚に存じます。 
 

6. 作品募集期間について   
・人権啓発センター ヒューレおおいた 

「わかり合う」をテーマにした アート作品展示 
展示対象者 名義後援関係者 協賛関係者 実行委員会会員  
募集期間  第一次募集 2025 年 6 月 7 日(土)〜8 月 31 日(月) 

・Light It Up Blue @「100 年の樹」2026（アート作品展示） 
展示対象者 協賛関係者  
募集期間  協賛関係者からの連絡 

 
7. 来場者等の写真撮影 

・写真撮影はフラッシュ三脚なしでの撮影を可とさせて頂きます。 
 

8. 広報 
・本会開催に際し、チラシ・ポスターの作成や「100 年の樹」ブルーライトアップ実行委 
員会のホームページや SNS(Facebook、Instagram)でのネット広報、マスコミ発信を 
行います。作品図版掲載についてご了承ください。 

・借用作品および資料を無断で複製または、第三者に提供する事はありません。 
 

9. その他 
 上記に明記のない事項および解釈に疑義が生じた場合は、誠意を持って協議し、速やか

に解決出来る様に努めますので、どうぞご理解とご協力をお願い致します。 
 
 
 
 

 
 
                                        【問い合わせ先】 

                                      「100 年の樹」ブルーライトアップ実行委員会 
                                                      代表 岩川 幸造 
                                                               tel：090-4350-1711 

E-mail: 100nen2017-10@blue-oita.com 

http//: blue-oita.com 
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「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会規約 

 
第１章 総則 
  
第１条 （名称） 
   本委員会は、「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会と称する。 
 
第２条 （目的） 
  本委員会は下記の事を目的とする。 
  1 障害の有る人も無い人も互いに理解を深め、多様な価値の共有を認めるきっかけとなるよう

なイベント『Light It Up Blue@「１００年の樹」』を行い、大分県の自閉症をはじめと

する発達障がいの一般市民への啓発促進を図る。 

  2 障害の有る人も無い人も互いに理解を深め、多様な価値の共有を認めるきっかけとなる様に

発達障害に関する支援活動を行い、理解から共感に繋ぎ、誰もが幸せに暮らせる街造りに貢

献する。 

 

第３条 （事業） 
  本委員会は、前条の目的を達成する為、下記の事業を行う。 
 1 「世界自閉症啓発デー」（4月 2日）、「発達障害啓発週間」（4月 2日～8日）に、「大分いこ

いの道広場」にて「ライト・イット・アップ・ブルー」の取り組みとして「「１００年の樹」

を青くライトアップする。 

 2 「世界自閉症啓発デー」（4月2日）、「発達障害啓発週間」（4月2日～8日）に、発達障害児・者 

   の方たちへの理解を啓発するためのイベント（作品展や講演会など）を企画し、J:COMホル 

トホール大分や近隣施設等で開催する。  

  3 発達障がいや自閉スペクトラム症に関する相談会や学びの場のイベントを公共施設等にて開 

      催し、広く地域の住民や支援者と共に支援活動を行う。 

 4 発達障がい児・者の啓発活動に妥当だと判断される外部団体の催し物に参加し、相互理解を 

果たす。 

 
第４条 （事務所） 
 1 本委員会は事務を処理する為、事務局を設置する。 
 2 事務局は代表の自宅及び職場に置く。 
 
第５条 （書類及び帳簿の備付け） 
  本委員会の事務局は、次に掲げる書類及び帳簿を備えおかねばならない。 
 1 規約 
 2 役員及び会員の名簿 
 3 事業報告及び収支計算書 
 4 事業計画及び収支予算書 
 5 収入及び支出の内容を示す証拠書類 
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 6 出納簿 
 7 預貯金通帳 
 

  第６条 （会員） 
    第２条の目的に賛同するものをもって本委員会の会員とし、会員は委員会を構成する。 
 

第７条 （会員の入会） 
 1 「１００年の樹」ブルーライトアップ実行委員会は、第二条の目的に賛同し、会員の登録を 
   した者を会員と見做す。 
 2 会費の徴収は行わない。 
 3 会員の登録には、名前、住所、個人連絡先（電話番号並びにメールアドレス等）を原則必要 

事項とする。 
4 入会は電子的方法（電子メール、ウェブサイト上の通知等）とする。 

 
第２章 役員 
 
第８条 （役員の構成） 
 1 代表 １名 
 2 副代表 ２名 
 3 実行役員 若干名 
 4 会計 １名 
 5 監査 ２名 
 6 顧問 若干名 
 
第９条 （役員の選出） 
  役員は、総会に於いて会員の互選により選出する。 
 
第 10 条 （役員の職務） 
 1 代表は、本委員会を代表し、その業務を総括する。 
 2 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは代表の職務を代行する。 
 3 実行役員は、この会の業務を執行し、代表、副代表に事故あるときは総会によって定めた順 

序に従ってその職務を遂行する。 
 4 会計は、代表を補佐し、本委員会の収入、支出及び現金に関する業務を行う。 
 5 監査役は、他の役職を兼ねる事なく、本委員会の財産及び活動の執行の状況を監査する。 
  6  本委員会の業務を遂行する中で会員の専門的な知識が必要とされる場合や、特別な業務の為 

に役員会へ会員の招集を図る。議決に関しては役員に準ずる。招集者は役員会にて定める。 
 
第 11 条 （役員の任期） 
 1 役員の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。 
 2 役員が任期途中にやむを得ず職を辞するときは、他の役員が職を代行するまたは新たに会員 

より役員を選出することとする。 
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第 12 条 （役員の報酬等） 
 1 役員は、無給とする。 
 2 役員には、費用を弁償する事が出来る。 
 3 専門的な知識を必要とし、その業を以って職務を遂行した場合には、別表１の規定に定める 

報償を以って対応する。但し特別な業務に関してはその都度、役員会にて定める。 
 
第３章 総会 
 
第 13 条 （総会） 
 1 本委員会の運営に関する重要事項は、この規約で別に定めるほか、総会で決する。 
 2 総会は代表が招集する。 
 3 総会は、会員の出席により成立するものとする。 
 4 総会の議長は、会員の中より選出する。 
 5 総会の議事は、会員の過半数をもって決する。 
 6 やむを得ない理由の為、総会に出席できない会員は、他の会員を代表人として評議を委任す 

る事が出来る。又、書面表決書にて会員は意思を総会に反映する事ができる。 
 7 総会での決定事項に関して、新たに協議を必要とする場合は臨時総会を開くことができる 
８ 総会の招集通知、議案書、委任状の提出等は、会員があらかじめ同意した電子的方法 

（電子メール、ウェブサイト上の通知等）により行うことができる。 
 
第 14 条 （議事録） 
  総会の議事については議事録を作成する。 
 
第４章 会計 
 
第 15 条 （経費の支弁） 
  本委員会の経費は、次にあげる収入をもって支弁する。 
 1 助成金、補助金、寄付金収入。 
 2 その他の収入。 
 
第 16 条 （事業計画及び収支予算） 
  本委員会の事業計画及び収支予算は、総会の議決を経て決する。 
 
第５章 解散 
 
第 17 条 （解散） 
  本委員会は、所期の目的を達した場合のほか、会員総数の３分の２以上の議決を経て解散す 

る。 
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（付 則） 
 1 この規約は、平成 29 年 6 月 10 日から施行する。 
 2 本改定規約は、平成 30 年 6 月 30 日から施行する。 
 3 本改定規約は、平成 30 年 10 月 6 日から施行する。 
  4 本改定規約は、令和元年 6 月 22 日から施行する。 
  5 本改定規約は、令和元年 10 月 23 日から施行する。 
  6 本改定規約は、令和元年 10 月 24 日から施行する。 
 7  本改定規約は、令和３年７月３日から施行する。 
 8  本改定規約は、令和 4 年 6 月 25 日から施行する。 
9  本改定規約は、令和 5 年 6 月 3 日から施行する。 
10 本改定規約は、令和 7 年 6 月 7 日から施行する。 

 
 
（別表１） 
報償費基準額表  

講師等区分  基準額  

学者・評論家・芸術家・医
者・ 弁護士等の著名人も
しくは高度 の有識者 ※団
体の構成員も対象  

県内  1回(2時間)当たり 50,000円以内  

県外  1回(2時間)当たり 100,000円以内  

教育関係 ※団体の構成員も

対象  

大学教授(県内)  1時間 15,000円以内  

大学教授(県外)  1時間 20,000円以内  

その他教職員  1時間 10,000円以内  

会社・団体等 ※団体の構成

員も対象  

役員(県内)  1時間 10,000円以内  

役員(県外)  1時間 15,000円以内  

団体(2名以上) ※出演謝礼等 50,000円以内  

有償ボランティア  
4時間未満  2,000円以内  

4時間以上  3,000円以内  

専門的な知識を要する事業における指導員・技術

者・講師等  ※団体の役員・構成員も対象      

※指導員・講師等は有資格者(国家資格・公的資格)

で あり、その業を以って収入を得るものに限る。  

5,000円以内  
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http://blue-oita.com/ 


